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         ニッセイメール配信サービス（メルマガ） 

                 

    【メルマガ内容】 

 

        ＤＢ基金（○）  ＤＢ規約（○）  ＤＣ  （○） 

        厚年基金（○）  会計基準（ ）  その他 （ ） 

 

        【タイトル】必要事項の公告の方法等に関する改正について 

 

☆**********************************************************************************☆ 

 

平素より当社社業につき格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

 

２０２３年１０月６日、「国民年金基金令等の一部を改正する政令」（令和５年政令第３００

号）、「国民年金基金規則等の一部を改正する省令」（令和５年厚生労働省令第１２９号）が

公布されました。（施行日：２０２３年１０月１６日）政令、省令の公布にあわせて、パブ

リックコメントに寄せられた意見に対する回答も示されております。 

 

これは、国民年金基金等が行う公告について、インターネットによる公告を義務づけ、イン

ターネットによる公告の具体的な方法を定めるとともに、事務手続の負担を軽減させるた

め、手続の簡素化を図る等の所要の改正を行うものとして、パブリックコメントに付されて

いたものです。 

 

ＤＢ基金※においては、規約に規定されている「公告の方法」について、規約変更が必要と

なるため、別途規約変更に係る年金ＮＥＷＳを発信予定でございます。 

※「基金の加入者の数が１０００人未満である場合又は基金が自ら管理するウェブサイト

を有していない場合は、自動公衆送信による公告（インターネットによる公告）を行うこ

とを要しない」とされています。 

 

【パブリックコメント結果】 

国民年金基金令等の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230127&Mode=1 

国民年金基金規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果について 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230128&Mode=1 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230127&Mode=1
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495230128&Mode=1


【改正の概要】 

〇インターネットによる公告について 

・国民年金基金、国民年金基金連合会、企業年金基金、企業年金連合会又は存続連合会が

行う必要事項の公告（名称または事務所の所在地に変更が生じたとき等に行う公告）の

方法として、官報に掲載して行うほか、事務所の掲示板に掲示し、かつ、インターネッ

トによる掲示を義務づける。 

 

〇手続きの簡素化について（確定拠出年金） 

・企業型年金規約の変更について、法令の改正に伴う変更（実質的な変更を伴うものを 

除く。）をした場合は、届出を不要とする。 

・企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に対して行う個人別管理資産額

等の通知について、電磁的方法又は書面の交付のいずれかにより行うこととし、電磁的

方法により通知する場合にも、当該企業型年金加入者等の承諾を得ることを要しない

こととする。 

・企業型年金加入者であった者等が個人型年金運用指図者となることを国民年金基金連

合会に申し出る場合に、個人型年金運用指図者となる年月日並びに申出者が最後に加

入していた企業型年金を実施する事業主の住所及び連絡先の提出を求めないこととす

る。 

・個人型年金運用指図者が、企業型年金加入者となったことにより資格を喪失したときの

届出を求めないこととする。 

 

＜参考＞「『国民年金基金令等の一部を改正する政令』及び『国民年金基金規則等の一部を改正する省令』

の公布について（通知）」（年発 1006第 1 号 令和 5年 10月 6 日） 

＜参考＞2023 年 8 月 15 日メルマガ  

     必要事項の公告の方法等に関する改正案について（パブリックコメント） 

 https://www.sa.nissay.co.jp/_media/info2023/magazine/n374_nenkin_magazine_20230815.pdf  

 

*******メール配信サービス（年金ＮＥＷＳ・メルマガ）******** 

運営：日本生命保険相互会社 

 

 〒100-8288  東京都千代田区丸の内 1-6-6日本生命丸の内ビル 

     団体年金部 団体年金コンサルティンググループ 

   TEL    03-5533-5572  

   E-mail  kikinmadoguti@nissay.co.jp 

*********************************************************** 

日本-年基-202310-170-0285-D  

https://www.sa.nissay.co.jp/_media/info2023/magazine/n374_nenkin_magazine_20230815.pdf

